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②中央バスの時刻表の例 
 時刻表は市内路線が数枚に分かれており、それぞれ時刻表と路線図が掲載されている。 
時刻表は起終点の発車時刻のみ掲載している。 
路線図は主要停留所のみを表記している。 
なお、途中停留所の時刻表については、ＦＡＸサービスを行っている。 

 

 
 

 
図 2.2-6 中央バスの時刻表例 
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③じょうてつバスの時刻表の例 
 時刻表は市内路線が数枚に分かれており、路線図は掲載されていない。 
 時刻表は路線等により掲載方法が異なっており、運行便毎に途中の主な停留所の発車

時刻を掲載している場合（上図：従来路線）と、起終点停留所における発車時刻のみを

掲載している場合（下図：旧市営路線）がある。 
 

   

 

 

図 2.2-7 じょうてつバスの時刻表例 
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（５）各事業者の路線図 

各事業者が作成・無料配布している路線図は、いずれも市販の地図と同程度の品質をもって作成さ

れている。 
 

じょうてつバス 

ジェイアール北海道バス 

中央バス 
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2.2.3. 乗り場における情報提供 

 利用者が移動を開始し、バスを利用する段階での利用情報提供は、停留所と、バスタ

ーミナルあるいは駅のバス乗り場などの乗継施設によって行われる。 
 以下では、これらの事例を示す。 
 
（１）バス停留所 

①バス停の共用 
同一方面に向かうバス停については、事業者間で行灯を一本化している事例もあるが、 

一方で、同一箇所に各事業者が個別にバス停を設置している事例や、さらには停留所名

称が異なる場合もある。 
 

  
図 2.2-8 事業者間で行灯を共用 

 

 
図 2.2-9 同じ場所にあるが停留所名が違う例 


